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無
料
ア
プ
リ
「
マ
チ
イ
ロ
」

ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
と
市
の
情
報

や
広
報
紙
を
い
つ
で
も
確
認
で
き
ま
す
。
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「
ホ
ン
デ
リ
ン
グ
」
は
、
読
み
終
え

た
本
を
寄
贈
い
た
だ
き
、
そ
の
本
を
売

却
し
た
資
金
で
犯
罪
被
害
者
を
支
援
す

る
活
動
で
す
。
不
要
に
な
っ
た
本
を
お

持
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

日
３
月
４
日
（
木
）
ま
で
の
開
庁
日

場
人
権
男
女
共
同
参
画
課
（
２
階
8
番

窓
口
）

▽
取
り
扱
い
可
能
な
も
の

Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
コ
ー
ド
の
あ
る
２
０
１
１

年
以
降
に
発
行
さ
れ
た
本
、
バ
ー
コ

ー
ド
が
付
い
て
い
る
Ｃ
Ｄ
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ

（
曲
数
が
少
な
い
Ｃ
Ｄ
は
対
象
外
）

▽
取
り
扱
い
で
き
な
い
も
の

百
科
事
典
、
個
人
出
版
の
本
、
マ
ン

ガ
雑
誌
、
一
般
雑
誌 

な
ど

令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で

を
対
象
と
す
る
障
害
福
祉
計
画
等
素
案

に
対
し
て
、
皆
さ
ん
の
意
見
等
を
募
集

し
ま
す
。

日
２
月
12
日
（
金
）
～
３
月
13
日
（
土
）

閲
覧
方
法　

市
Ｈホ
ー
ム
ペ
ー
ジＰ
、
福
祉
課
・
各

支
所
窓
口

他
提
出
先
、
提
出
方
法
等
は
各
閲
覧
場

所
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

令
和
３
年
度
４
月
か
ら
９
月
分
の
ス

ト
マ
用
装
具
（
消
化
器
系
・
尿
路
系
）

の
申
請
を
３
月
か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

対
膀ぼ
う
こ
う胱
ま
た
は
直
腸
・
小
腸
機
能
障
が

い
に
よ
り
、
身
体
障
害
者
手
帳
の
交

付
を
受
け
て
い
る
人（
所
得
制
限
有
）

内
原
則
、
基
準
額
の
１
割
が
自
己
負
担

（
世
帯
所
得
に
よ
り
自
己
負
担
額
が

異
な
り
ま
す
。
基
準
額
を
超
え
た
部

分
は
全
額
自
己
負
担
）　

申
必
要
事
項
を
記
入
・
押
印
し
た
申
請

書
と
業
者
が
作
成
し
た
見
積
書
を
福

祉
課
（
１
階
�
番
窓
口
）
ま
た
は
各

支
所
へ
直
接
あ
る
い
は
郵
送
に
よ
り

提
出
。
申
請
書
は
福
祉
課
・
各
支
所
・

市
Ｈホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
Ｐ
か
ら
入
手
で
き
ま
す
。

令
和
３
年
度
各
種
検
（
健
）
診
の
申

し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す
。
２
月
中
旬

に
申
し
込
み
は
が
き
を
発
送
し
ま
す
。

「
が
ん
検
診
な
ど
」
と
「
国
保
特
定

健
診
お
よ
び
後
期
高
齢
者
健
診
」
の
申

し
込
み
は
が
き
は
異
な
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。
申
し
込
み
者
に
は
後

日
、
受
診
券
な
ど
を
送
付
し
ま
す
。
国

保
加
入
者
に
は
、
受
け
た
健
診
等
に
応

じ
て
「
国
保
健
康
ポ
イ
ン
ト
」
が
貯
ま

り
ま
す
。

詳
細
は
、
３
月
10
日
（
水
）
発
行
の

「
令
和
３
年
度
健
診
こ
よ
み
」
ま
た
は

市
Ｈホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

他
決
定
通
知
の
発
送
は
４
月
１
日
以
降

と
な
り
ま
す
。

現
在
、
障
害
年
金
を
受
給
し
て
い
る

ひ
と
り
親
家
庭
は
、
障
害
年
金
額
が
児

童
扶
養
手
当
額
を
上
回
る
場
合
、
児
童

扶
養
手
当
を
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
た
び
、
児
童
扶
養
手
当
法
の

一
部
が
改
正
さ
れ
、
令
和
３
年
３
月
分

か
ら
、
児
童
扶
養
手
当
の
額
が
障
害
年

金
の
子
の
加
算
部
分
の
額
を
上
回
る
場

合
、
そ
の
差
額
を
児
童
扶
養
手
当
と
し

て
受
給
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、所
得
制
限
審
査
に
お
い
て
、

障
害
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人
の
所
得

に
は
、
非
課
税
公
的
年
金
も
算
入
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
が
ん
検
診
な
ど

申
３
月
22
日
（
月
）
ま
で
に
健
康
推
進

課
（
１
階
�
番
窓
口
）
ま
た
は
穂
高

健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
直
接
ま
た
は

郵
送
で

他
肺
が
ん
Ｃ
Ｔ
検
診
、
乳
房
超
音
波
検

診
、
骨
粗
し
ょ
う
症
健
診
お
よ
び
若

年
者
健
診
に
つ
い
て
は
、
後
日
、
電

話
で
申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す
。

問
健
健
康
推
進
課
健
康
支
援
担
当

　

4
81･

０
７
２
６ 

6
81
・
０
７
０
３

●
国
保
特
定
健
診
お
よ
び

　

後
期
高
齢
者
健
診

希
望
す
る
健
診
の
種
類
を
選
択
し
て

く
だ
さ
い
。
人
間
ド
ッ
ク
を
希
望
さ
れ

る
場
合
は
、
医
療
機
関
に
予
約
を
し
て

か
ら
市
役
所
窓
口
で
助
成
の
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
34
歳
以
下
の

人
お
よ
び
国
保
・
後
期
高
齢
者
以
外
の

医
療
保
険
加
入
者
に
は
通
知
さ
れ
ま
せ

ん
。

申
３
月
22
日
（
月
）
ま
で
に
国
保
年
金

課
（
１
階
�
番
窓
口
）
ま
た
は
穂
高

健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
直
接
ま
た
は

郵
送
で

問
国
保
年
金
課
国
保
年
金
担
当

　

4
71
・
２
４
７
３ 

6
71
・
２
５
０
３

●
手
当
を
受
給
す
る
た
め
の
手
続
き

す
で
に
児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格
者

と
し
て
認
定
を
受
け
て
い
る
人
は
原

則
、
申
請
は
不
要
で
す
。
そ
れ
以
外

の
人
は
申
請
が
必
要
で
す
。

●
支
給
開
始
月

通
常
、
手
当
は
申
請
の
翌
月
分
か

ら
支
給
開
始
と
な
り
ま
す
が
、
こ

れ
ま
で
障
害
年
金
を
受
給
し
て
い
た

た
め
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
で
き
な

か
っ
た
人
の
う
ち
、
令
和
３
年
３
月

１
日
に
支
給
要
件
を
満
た
し
て
い
る

人
は
、
６
月
30
日
ま
で
に
申
請
す
れ

ば
、
３
月
分
の
手
当
か
ら
受
給
で
き

ま
す
。３
月
分
と
４
月
分
の
手
当
は
、

５
月
に
支
払
わ
れ
ま
す
。

●
申
請
受
付
窓
口

　

子
ど
も
支
援
課
（
１
階
�
番
窓
口
）

●
障
害
年
金
以
外
の
公
的
年
金
等

を
受
給
し
て
い
る
人

障
害
年
金
以
外
の
公
的
年
金
等
（
遺

族
年
金
、
老
齢
年
金
、
労
災
年
金
、

遺
族
補
償
な
ど
）
を
受
給
し
て
い
る

人
は
、
公
的
年
金
等
の
額
が
児
童
扶

養
手
当
額
よ
り
低
い
場
合
、
そ
の
差

額
分
の
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て

い
ま
す
。
改
正
後
も
同
じ
く
、
公
的

年
金
等
の
額
が
児
童
扶
養
手
当
額
よ

り
低
い
場
合
、
そ
の
差
額
分
の
児
童

扶
養
手
当
を
受
給
で
き
ま
す
。

健穂高健康支援センター

★広告掲載の申し込みは（株）日本広告（433・6911）まで

※特に記載のない場合、申込時間は開庁日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで。

祉

福
・

権

人
不
要
本
で
被
害
者
を
支
援

問
人
権
男
女
共
同
参
画
課

（
4
71
・
２
４
０
６ 
6
71
・
５
１
５
５
）

市
障
害
福
祉
計
画
等
素
案
に

ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

問
福
祉
課
障
が
い
福
祉
担
当

（
4
71
・
２
２
５
１ 

6
71
・
２
３
２
８
）

日
常
生
活
用
具（
ス
ト
マ
用
装
具
）

給
付
申
請

問
福
祉
課
障
が
い
福
祉
担
当

（
4
71
・
２
２
５
１ 

6
71
・
２
３
２
８
）

各
種
検（
健
）診
の
申
し
込
み

ISBNコード
（裏表紙などに記載 ）

申し込みはがきは開くと 3 面になり、 中央が調査
票になります。 がん検診などは 「ピンク色」、 国
保特定健診および後期高齢者健診は 「青色」 の調
査票です。

【
障
害
年
金
を
受
給
す
る
ひ
と
り
親
家
庭
】

児
童
扶
養
手
当
が
変
わ
り
ま
す

問
子
ど
も
支
援
課
児
童
担
当

（
4
71
・
２
２
５
５ 

6
72
・
２
０
６
５
）

全部支給
一部支給

（所得に応じて
決定）

対象児童が
1人の場合 43,160 円 43,150 円～

10,180 円

2人目の
加算額 10,190 円 10,180 円～

 5,100 円

3人目以降
の加算額

（1人につき）
6,110 円 6,100 円～

3,060 円

7 4 1●児童扶養手当の月額（２月現在）


